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当社は、当社を株式交換完全親会社、株式会社ウィズ・ホールディングス（以下、WHD 社）を

株式交換完全子会社とする株式交換（以下、本株式交換）を実施します。本株式交換に関する会社

法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 193 条の定めにより開示すべき事項は、以下のとおりで

す。 

 

記 

 

1． 株式交換契約の内容（会社法第 794 条第１項） 

別紙１のとおりです。 

 

2． 会社法第 768 条第 1項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 

（会社法施行規則第 193 条第１号） 

別紙２のとおりです。 

 

3．会社法第 768 条第１項第４号及び第５号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項を記

載した書面（会社法施行規則第 193 条第２号） 

 該当事項はありません。 

 

4．株式交換完全子会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 193 条第 3号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 193 条第３号イ） 

別紙３のとおりです。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

（会社法施行規則第 193 条第３号ロ） 

    該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の 

状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 193 条第３号ハ） 

    該当事項はありません。 

 



5．当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重大な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 193 条第４号） 

 

（１）株式会社ＧＩテクノスの株式取得（子会社化） 

当社は、2020 年７月 21 日、会社法第 370 条および当社定款第 25 条（取締役会決議の省略）に

基づき、株式会社ＧＩテクノスの全株式を取得することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し

ました。また、当該契約に基づき、2020 年８月３日付けで同社の全株式を取得し、子会社化しまし

た。 

 

① 子会社の名称および事業内容 

子会社の名称     株式会社ＧＩテクノス 

事業内容     ＩＴソフトウェア受託開発 

 

② 株式取得の要旨 

a. 効力発生日等 

株式取得日  2020 年８月３日 

      みなし取得日 2020 年８月 1日 

b. 本株式取得の方式 

      現金を対価とする株式取得 

c. 取得した議決権比率 

      議決権比率  100％ 

 

6．本株式交換の効力発生日以後における株式交換完全親会社の債務の履行の見込みに関する事項 

（会社法施行規則第 193 条第５号） 

  該当事項はありません（債権者は本株式交換に異議を述べることができません）。 

 

 

以 上 

  



別紙１ 株式交換契約書 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 「交換対価の相当性に関する事項」 
  



1．本株式交換に係る割当ての内容 

会社名 
株式会社ＩＤホールディングス 

（株式交換完全親会社） 

株式会社ウィズ・ホールディングス 

（株式交換完全子会社） 

株式交換に係る割当比率 １ 7.62 

株式交換により交付する株式

数 
当社自己株式：215,341 株 

 

2．本株式交換にともなう新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

株式交換完全子会社である WHD 社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。 

 

3．本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 

 当社は、株式交換比率の算定にあたり、その公平性・妥当性を担保するために、当社および WHD

社から独立した第三者算定機関に両社の株式価値評価を依頼しました。 

 当社の株式価値については、当社が東京証券取引所市場第一部に上場していることから、市場価格

を参考に算定しました。具体的には、株式交換契約締結日にできる限り近い時期の株価が株式交換契

約時の株式の価値を反映しているものと考えられることから、2020 年 11 月６日を算定基準日とし、

基準日の東京証券取引所における当社株式の直近１ヵ月の各取引日における終値の平均値である

1,400 円を採用することとしました。 

 WHD 社の株式価値については、WHD 社株式が非上場であることを勘案し、株式公開会社のなか

から、対象会社に業種、規模、収益等が類似した類似企業を３社選定し、各類似企業の株価収益倍率

（ＰＥＲ）を計算し評価する「類似会社比準方式」を算定の基礎としました。算定にあたって使用す

る株価収益倍率の財務数値については、株式価値を適正に評価するため、直近３期の１株当たり税引

後純利益を採用しました。上記方式において算定された WHD 社の株式価値の範囲は以下のとおり

です。 

 

採用方式 算定結果（円/株） 

類似会社比準方式 8,168～12,601 

 

両社はこの算定結果を参考に、WHD 社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合

的に勘案し、当事者間で慎重に協議を重ねた結果、当社は本株式取得と本株式交換のいずれについ

ても WHD 社普通株式の 1 株当たりの価額を 10,668 円とし、本株式交換における株式交換比率を

上記１記載のとおりとすることを決定しました。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 計算書類等 
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